
                                      

 

 

苫前町過疎地域持続的発展市町村計画 
 

 
 

 

令和８年度～令和１２年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道苫前郡苫前町 



目  次 

 

１．基本的な事項 

（１）苫前町の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

ア．自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 ・・・ １ 

イ．過疎の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

ウ．社会経済的発展の方向の概要 ・・・・・・・・・・・ ２ 

（２）人口及び産業の推移と動向 ・・・・・・・・・・・・・ ２ 

ア．人口の推移と動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

イ．産業の推移と動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

（３）行財政の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

ア．行財政の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

イ．施設整備水準等の状況 ・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

（４）地域の持続的発展の基本指針 ・・・・・・・・・・・・ ５ 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 ・・・・・・・・・ ８ 

ア．人口に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

イ．地域の持続的発展のための基本となる目標 ・・・・・ ８ 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 ・・・・・・・・・ ８ 

（７）計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 ・・・・・・・・・・ ８ 

 

２．移住・定住及び地域間交流の促進、人材の育成 

（１）現状と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

ア．移住・定住 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

イ．地域間交流の促進・人材の育成 ・・・・・・・・・・ ９ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

ア．移住・定住 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

イ．地域間交流の促進・人材の育成 ・・・・・・・・・・ ９ 

（３）計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 ・・・・・・・・ １０ 

 

３．産業の振興 

（１）現況と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

ア．農業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

イ．林業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

ウ．漁業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

エ．商業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

オ．鉱工業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

カ．観光レクリエーション ・・・・・・・・・・・・・ １４ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

ア．農業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

イ．林業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 



ウ．漁業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

エ．商業及び鉱工業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

オ．観光レクリエーション ・・・・・・・・・・・・・ １５ 

（３）計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

（４）産業振興促進事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

  ア．産業振興促進区域及び振興すべき業種・・・・・・・ １８ 

  イ．当該業種の振興を促進するために行う事業の内容・・ １８ 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 ・・・・・・・・ １８ 

 

４．地域における情報化 

（１）現状と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

（３）計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 ・・・・・・・・ １９ 

 

５．交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

ア．道路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

イ．交通 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

ア．道路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

イ．交通 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

（３）計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 ・・・・・・・・ ２２ 

 

６．生活環境の整備 

（１）現況と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

ア．水道施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

イ．下水道施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

ウ．廃棄物処理施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

エ．消防施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

オ．公共賃貸住宅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

ア．水道施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

イ．下水道施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

ウ．廃棄物処理施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

エ．消防施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

オ．公共賃貸住宅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

（３）計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 ・・・・・・・・ ２６ 

 

 



７．子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

ア．子育て環境の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

イ．高齢者等の保健・福祉 ・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

ア．子育て環境の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

イ．高齢者等の保健・福祉 ・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

（３）計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 ・・・・・・・・ ３３ 

８．医療の確保 

（１）現況と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４ 

（３）計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４ 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 ・・・・・・・・ ３５ 

９．教育の振興 

（１）現況と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

ア．学校教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

イ．社会教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６ 

ア．学校教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６ 

イ．社会教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６ 

（３）計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 ・・・・・・・・ ３７ 

１０．集落の整備 

（１）現況と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

１１．地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

（３）計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 ・・・・・・・・ ３９ 

１２．再生可能エネルギーの利用の促進 

（１）現況と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

（３）計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 ・・・・・・・・ ４０ 

 



１３．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１）現況と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

（２）その対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

（３）計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 



1 

 

１．基本的な事項 

（１）苫前町の概況 

苫前町は、北海道の北西部、日本海海岸に位置し、海岸地帯（海岸１７.３キ    

ロメートル）は平地、東部奥地一帯は天塩山地に連なる山岳地帯で、町の総面積の

８５％を占める豊かな森林地帯となっている。また、河川については天塩山系を水

源とした古丹別川とその支流の三毛別川、チエボツナイ川が日本海に注いでおり、

町域は４５４.６０平方キロメートルとなっている。 

 

ア．自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

① 自然 

気候は、海洋性気候を示し、冬季は強い北西の季節風が吹き降雪は多いが、日    

本海を流れる対馬暖流の影響で、北海道内陸部より比較的温暖で融雪は早い方で

あり、春から夏にかけて気温は高めで、秋は多雨の傾向にあり、山すそから海岸

にかけては広大な沃野が広がっている。 

 

② 歴史 

本町は明治１３年を開基とし、昭和２３年に町制施行がなされ、「苫前町」と

なった。 

 

③ 社会・経済 

産業構造は、第一次産業が主な産業となっており、特に農業については水稲・

畑作の複合経営や乳牛を主とした酪農が主体であり、漁業については沿岸漁業と

増養殖漁業を主としているが、近年、資源管理型漁業への転換が図られている。 

また、基幹道路の整備、自動車の普及により、通学や医療、買い物等の日常生

活圏は近隣へ広域化している。 

 

イ．過疎の状況 

令和２年国勢調査による総人口は２，９３６人となっており、昭和３５年の１

０,８９８人と比較すると７３.１％減少している。 

また、若年者比率(１５～２９歳)は１１.１％で人口に占める割合が減少傾向に

あり、高齢者比率 (６５歳以上) は４０.４％で総人口、若年人口が減少している

中にあって大きく増加傾向にある。 

過疎化の主な要因としては、第一次産業や第三次産業における後継者不足、さ

らには商工業の低迷により、雇用の場に大きく結びつく地場産業が少なく、高卒

者の流出に歯止めがかからないことが大きな要因となっている。 

これまでの過疎地域対策は、農林水産業や観光を含めた商工業など産業基盤の

積極的な振興策を図るとともに、市街地基盤整備や下水道整備を始めとする生活

環境施設等の整備に努めているところであるが、引き続き、基幹産業の振興をは

じめ、生活環境の整備や地域の特色ある資源、優位性を活かした魅力ある産業づ    

くりなど、地域の持続的発展に向けた振興策の展開が必要となっている。 
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ウ．社会経済的発展の方向の概要 

幹線道路の整備と自動車の普及に伴い、通勤、通学、通院や買い物等、住民の

日常生活圏が拡大し、産業・経済活動も広域化している。 

今後は、地域間の連携を図り、地域の特性や資源を生かした地場産業や観光の

振興を図っていかなければならない。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

 

ア．人口の推移と動向 

国勢調査による人口は昭和３５年の１０,８９８人がピークで、その後昭和４０年

９,６２９人、昭和４５年８,５４４人、昭和５０年７,１７４人、昭和５５年６,５

２８人、昭和６０年５,７４８人、平成２年５,２５１人、平成７年４,８６８人、平

成１２年４,６４５人、平成１７年４,２０２人となり、昭和４０年から平成２７年

までの５０年間の減少率は６６.１％、昭和４５年から令和２年までの５０年間の減

少率は６５.６％となっている。 

近年１０年間の推移を見ても平成２２年から令和２年の間で１９.７％の減少と

なっており、今後も減少傾向は続くと見込まれる。 

年齢階層別人口は、１４歳以下の人口比率が９.７％と著しく低下しているのに対

し、６５歳以上の人口比率が４０.４％と急速に高くなっていることから、少子高齢

化が進んでいることを示している。 

また、高齢者比率は、北海道平均の３１.８％、全国平均の２８.０％を大きく上

回っている。 

 

 

表１－１（１）人口の推移（国勢調査）                       （単位：人、％） 

区  分
 昭和３５年 昭和５０年 平成２年 平成２２年 令和２年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 
総  数 10,898 7,174 △34.2 5,251 △26.8 3,656 △30.4 2,936 △19.7 

０歳～14 歳 3,865 1,757 △54.5 743 △57.7 392 △47.2 285 △27.2 
15 歳～64 歳 6,467 4,647 △28.1 3,448 △24.9 1,927 △44.8 1,463 △9.3 

うち 15 歳～ 
29 歳（ａ） 

2,693
 

1,287
 

△52.2
 

820
 

△36.3
 

396
 

△51.7
 

325 △17.9 

65 歳以上（ｂ） 566 770 36.0 1,060 37.7 1,337 26.1 1,188 △11.3 
（ａ）／総数 
若年者比率 

24.7
 

17.9
 - 15.6

 - 10.8
 - 11.1 - 

（ｂ）／総数 
高齢者比率 

5.2
 

10.7
 - 20.2

 - 36.6
 -   40.4 - 
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表１－１（２）人口の将来展望                （単位：人、％） 

 基準年 推計値 

令和２年 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 

人口ビジョン ２,９３６ ２,６６６ ２,４３５ ２,２２２ ２,０３３ 

増減人数 － △２７０ △２３１ △２１３ △１８９ 

増減割合 － △９.２ △８.７ △８.７ △８.５ 

（単位：人） 

 実 績 推 計 

平成２７年 令和２年 令和７年 令和１２年 

人口総数 ３,２５８ ２,９３６ ２,６３４ ２,４３５ 

０～１４歳 ３２４ ２８５ ２３２ ２６１ 

１５～６４歳 １,６４６ １,４６４ １,３３６ １,１８２ 

６５歳以上 １,２８８ １,１８７ １,０６６ ９９２ 

                           （住民基本台帳） 

 

イ．産業の推移と動向 

令和２年国勢調査による産業３部門就業者比率は、第一次産業３７.０％、第二次

産業１５.５％、第三次産業４７.１％となっており、第三次産業の比率が高い就業

構造となっている。 

また、昭和４０年から平成２７年までの５０年間の第三次産業就業者数の増加率

は１７.２％、昭和４５年から令和２年までの５０年間は１８.４％と第三次産業の

割合が一貫して増加を続けている。 

第一次産業の農業・漁業についても３７.０％と高い比率を占めており、北海道平

均の６.７％、全国平均の３.４％と比較すると第一次産業の比率が極めて高い就業

構造となっている。 

しかし、昭和４０年から平成２７年までの５０年間の第一次産業就業者数の減少

率は７０.０％、昭和４５年から令和２年までの５０年間は７０.４％と一貫して減

少傾向にある。 

 

表１－１（３）産業別人口の推移（国勢調査）                 （単位：人、％） 

 昭和３５年 昭和５０年 平成２年 平成２２年 令和２年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 5,207 3,347 △35.7 2,906 △13.2 1,792 △38.3 1,544 △13.8 

第１次産業 2,981 1,332  1,151  715  571  

就業人口比率 57.2 39.8 △30.4 39.6 △0.5 39.9 0.8 37.0 △7.3 

第二次産業 1,143 937  725  258  239  

就業人口比率 22.0 28.0 27.3 24.9 △11.1 14.4 △42.2 15.5 7.6 

第三次産業 1,083 1,076  1,030  815  727  

就業人口比率 20.8 32.1 54.3 35.4 10.3 45.5 28.5 47.1 3.5 
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（３）行財政の状況 

ア．行財政の状況 

歳入は地方交付税に頼るところが大きく、近年の地方交付税の減少に加え、過去

の大型事業に伴う公債費の肥大化により、実質公債費比率が高く財政は厳しい状況

にある。 

今後は、新たな行政課題や住民ニーズに対応し、地域づくりのための各種事務事

業を計画的に実施するとともに、新たな起債発行額の抑制や新規地方債の計画的な

発行による公債費負担の適正化を図り、効率的な行政組織の確立や行政サービスの

見直し等、財政の適正な運営に努める必要がある。 

 

表１－２（１）市町村財政の状況            （単位：千円） 

区  分 平成２７年度 令和２年度 令和６年度 
歳入総額 Ａ 
 一般財源 
 国庫支出金 
 都道府県支出金 
 地方債 
   うち過疎対策事業債 
 その他 

5,510,719 

2,964,018 

766,380 

442,332 

1,041,158 

845,800 

296,831 

6,245,630 

2,871,269 

935,811 

561,059 

1,254,105 

528,700 

623,386 

4,536,473 

3,272,531 

367,662 

276,302 

287,900 

249,500 

332,078 

歳出総額 Ｂ 
 義務的経費 
 投資的経費 
   うち普通建設事業 
 その他 
 過疎対策事業費 

5,269,181 

1,443,586 

1,861,947 

1,625,570 

1,963,648 

1,166,590 

6,075,283 

1,476,533 

2,257,821 

2,257,813 

2,340,929 

2,192,858 

4,382,815 

1,635,603 

375,289 

356,507 

2,371,923 

837,592 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 
翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 
実質収支 Ｃ－Ｄ 

241,538 

27,937 

213,601 

170,347 

116,881 

53,466 

153,658 

8,424 

145,234 

財政力指数 
公債費負担比率 
実質公債費比率 
起債制限比率 

経常収支比率 
将来負担比率 
地方債現在高 

0.129 

16.3 

7.4 

2.2 

75.8 

－ 

4,655,858 

0.155 

18.0 

9.8 

5.7 

82.2 

－ 

5,369,013 

0.153 

19.5 

9.1 

5.4 

78.6 

－ 

4,574,954 

 

イ．施設整備水準等の状況 

① 道路 

道路は、住民生活や産業活動に欠かせない社会基盤であり、これまで主要な事

業として位置付け、計画的に整備を行ってきたところである。令和６年度末の改

良率は６３.２％であるが、舗装率は５６.８％に止まっている。 

 

② 水道・下水道 

簡易水道は、計画的な整備が進められ、良質な水道水が提供されており、令和
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６年度末の水道普及率は９９．２％となっている。 

市街地区の下水道については、計画的な整備が進められ、平成１７年に供用開

始、平成３０年度で整備を完了し、今後はストックマネジメント計画により維持・

管理を行う。 

 

③ 病院・診療所 

令和７年度に整備をした町立の診療所（指定管理者制による）と公的医療機関

の２ヶ所と、町立の歯科診療所が２ヶ所となっている。 

 

表１－２（２）主要公共施設等の整備状況 

区  分
  平成２ 

 年度末 

 平成１２ 
 年度末 

 平成２２ 
 年度末 

令和２ 
年度末 

令和６ 
 年度末 

市町村道（ｍ） 
 改良率（％） 
 舗装率（％） 
農道 

 延長（ｍ） 

耕地１ha 当たりの農道延長（ｍ） 

林道 

 延長（ｍ） 

林野１ha 当たり林道延長（ｍ） 

水道普及率（％） 
水洗化率（％） 
人口千人当たり病院・診療所の病床数（床） 

161,505 
36.4 
32.1 

 

－ 

13.6 

 

－ 

－ 
93.2 
1.2 
0.4 

211,892 
56.5 
50.7 

 

－ 

7.4 

 

－ 

－ 
98.0 
31.6 

0 

219,742 

60.2 

55.6 

 

－ 

－ 

 

1,560 

－ 

98.5 

44.2 

0 

220,294 

62.3 

56.2 

 

－ 

－ 

 

6,560 

－ 

99.1 

60.3 

0 

218,212 

63.1 

58.0 

 

－ 

－ 

 

6,560 

－ 

99.2 

75.1 

0 

 

（４）地域の持続的発展の基本指針 

若年層を中心とする人口の流出、高齢化の急速な進行、基幹産業の低迷、購買力

等の流出に伴う商工業の停滞、また、地域産業を支える担い手不足など数多くの課

題を抱えているが、一方で観光関連施設として「とままえ温泉ふわっと」を核とし

たシーフロントパークとままえや風力発電施設等、自然環境を活用した体験型観光

メニューの創造や風力発電を活用した新たなエネルギーの活用といった地域の活性

化に向けた大きな潜在力と可能性を秘めている。 

今後の過疎地域対策は、苫前町総合振興計画における将来像及び基本方針を共 

通の柱とし、ふるさとの誇りと希望を育み、一人一人が生き生きと輝きながらチャ

レンジする力をつけるまちの実現に努める。 

また、基本方針の決定については、地域住民の意向の把握に努めるとともに、施

策の実施に対する住民の積極的な参加を図るものとする。 

 

 

◯将来のまちづくり像 

「いつまでも暮らしていける苫前に！」  
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◯基本方針 

ア．誰もが健康で生きがいをもって暮らせるまちをつくる 

（生活環境基盤、健康・福祉） 

住み慣れた地域のなかで、高齢者、障がい者、子どもをはじめすべての町民が

健康で豊かな暮らしができるよう、互いに助けあい、支え合う福祉のまちづくり

を進める。 

家庭の大切さや地域の中での支え合いを基本にしながら、安心して子どもを育

てることができるよう、子育てに係る親の精神的、経済的負担の軽減を図り、仕

事と育児が両立できる多様な子育て支援を充実させる。 

心も体も健康で元気に長生きすることができるよう、ライフステージに応じた

健康づくり事業や保健サービスの推進を図る。また、医療ニーズの高度化や救急

医療ニーズの増大に対応するため、医療機関と連携し、地域医療体制を充実させ

る。 

急速に社会の高齢化が進展するなかで、高齢者が生きがいをもって健康で長生き

できるよう、介護予防のための運動機能低下を防止する事業や健康増進事業、生きが

いづくりの充実などに取り組む。また、介護が必要な高齢者にきめ細やかなサービス

が提供できるよう、在宅介護サービスの維持と向上、介護施設の充実に取り組む。 

障がいのある人が、社会の一員として地域で暮らすことができるよう、相談支

援や障がいに応じた福祉サービスの拡充に取り組むとともに、社会参加や就労を

支援する。 

医療保険制度や介護保険制度の健全な運営を図るほか、公的年金（国民年金）制度

の正しい理解を促し、また、生活に困窮している町民への適切な支援に努める。 

 

イ．町民が主体となったにぎわいのまちをつくる（教育・文化、コミュニティ） 

２１世紀は「人権の世紀」といわれ、時代の潮流として人権文化の構築が求め

られている。町民一人一人が尊重されるよう、人権尊重についての理解を深める。

男女の共同参画はさまざまな法律や制度で保障されているが、性別による役割分

担意識の是正や、ワーク・ライフ・バランスの実践に向け、取り組みを進める。 

町民と行政の協働のまちづくりに向けては、情報の提供や共有に努め、町民が

まちづくりに参画しやすい環境を整えるとともに町民と行政の意識改革やそれぞ

れの役割分担を明確にした上で、協働関係を築く。 

健康づくりや生きがいを求める意識が高まるなか、生涯学習やスポーツ活動が

活発に展開されるよう仕組みづくりや環境整備を行い、活動が継続的に行われる

よう支援する。また、文化・芸術は人生を豊かにすることから、さまざまな文化・

芸術に親しむ機会や場の提供に努めるとともに、豊かな地域文化や芸術をはぐく

む活動を支援する。 

外国籍住民の活動と定住化が進むなか、お互いの考えや文化・習慣を尊重しあ

う多文化共生社会を構築する。また、町民一人一人が広い視野を持ち、国内・国

外を問わず、積極的な交流活動を行うことを支援する。 
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ウ．安全・安心で快適な生活環境のまちをつくる（産業・生活環境・防災） 

農業は、恵み豊かな自然を継承する役割を果たしてきた。農業従事者の高齢化

や後継者不足など多くの課題もあるが、いのちと健康をはぐくむ重要な産業とし

て安全でおいしい食の生産を基本に、集落の生産組織や担い手の育成に加え、労

働力の確保に努め、安定的な生産体制の確立を図ると同時にスマート農業のさら

なる推進や新しい技術の導入により、農業経営の安定化と発展に取り組む。また、

特別栽培米などの「安全・安心」を生かした農産物や加工品のブランド化等、さ

まざまな取り組みにより魅力ある農業振興を図り、活性化に努める。 

林業については、森林の持つ多様な機能を維持するため、公益性を重視した森

林づくりを推進し、森林環境譲与税の活用や森林認証制度を通じて私有林・町有

林の整備を進め、良質な森林の育成と林業経営の安定化を図るとともに、担い手

の確保・育成や再造林の推進により、地域特性を活かした多目的利用を促進する。 

漁業については、水産資源の持続的利用と安定経営の確立を図るため、資源管

理型漁業の推進に加え、漁港施設の機能強化や整備を進めるとともに、ＩＣＴを

活用したスマート水産業により省力化や操業の効率化、高付加価値化を図り、新

規就業者支援事業等による担い手の育成や労働力確保を進め、漁業経営の改善と

持続可能な漁業の展開につなげる。 

商業については、後継者不足による廃業などにより買い物等の利便性に配慮し

た対応が求められており、地域コミュニティづくりと結びつけた活気ある商業を

育てるとともに苫前ブランド・６次産業化を確立するため、苫前の付加価値を最

大限活用し生産者、事業者の取り組みを支援する。工業については、既存企業の

経営の安定化のための条件を整備し活性化に努め、職住近接を目指した新たな人

口増加の受け皿とともに雇用の場を創出する産業集積を進め、企業誘致を図る。

観光については、故郷とままえの良さを再認識するための観光資源の整備発信に

努め、インバウンドを含めた交流人口及び観光客の誘致促進に努める。 

町民が安心して働くことができる、やりがいのある就労の場を確保するととも

に、日常の暮らしを支える生活サービスを提供できるよう、コミュニティビジネ

スへの支援を図る。 

道路網は、広域的な幹線道路の整備を促進し、町道については計画的な整備と

維持管理を行うとともに長寿命化を図る。町民の足である公共交通は、バス利用

者の促進とバス路線の充実に取り組むとともに、町民の暮らしを支える公共交通

の確保に努める。 

地域の情報化にあたっては超高速ブロードバンド基盤を整備し、地域間の情報

格差の是正と地域の活性化を図る。 

町民の誰もが快適さを実感できるよう、生活環境の基礎的な条件である、地域

の特性に応じた下水処理システムの普及拡大と水道水の安定供給を図るとともに、

宅地造成に必要な用地の確保と長寿命化計画に基づく公営住宅等の整備を促進す

る。 

地球環境問題への理解を深め、町民と行政が連携を図りながら省エネルギーの

推進、再生可能エネルギーの利用と活用を進め、風力発電事業については、発生

電力の有効活用を含めた環境を重視したまちづくりに努める。 
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日常の安全・安心を確保するため、交通安全対策の推進や地域ぐるみでの防犯

体制を構築し、犯罪被害者の支援、消防・救急体制の強化、火災の予防活動等を

推進する。 

また、大規模な災害に備えて、災害に強いまちづくりを推進するとともに、災

害発生時に生命や財産を守ることができるよう、地域防災力の向上、要配慮者の

支援など、総合的な防災体制の充実を図る。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

ア．人口に関する目標 

令和８年３月に策定の「第３期苫前町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の人口

ビジョン「将来の人口展望」において将来人口推計では令和１２年には２,２４５人

（令和７年比１４.９％減）としており、将来目標人口を２,４６８人と設定し、各

種取組の成果により目標人口の達成をめざす。 

 

イ．地域の持続的発展のための基本となる目標 

評価指標 基準値 目標値 

子育て世帯の転入数  ４世帯   ２０世帯(累計) 

１次産業の新規就業者数 農業１人・漁業３人 農業３人・漁業５人 

起業・創業・事業継承支援者数   １４件   ２０件 

観光施設入り込み数  ２１２，０８２人  ２２３，０００人 

光ファイバー通信可能地区  １７地区  １７地区 

年間出生数  １１人  ５５人(累計) 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

本計画を推進していくため、毎年度行っている事務事業評価や総合戦略などの

進捗管理により、ＰＤＣＡサイクルに基づき進捗状況や効果検証を行う。 

計画事業について適切に評価し、その結果に基づき施策や事業の効果を検証し、

計画の達成状況を評価する。 

 

（７）計画期間 

計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

人口減少や少子高齢化の進行などによる社会構造や町民ニーズが変化している

ことに加え、公共施設の老朽化による施設の大量更新時代の到来と義務的経費の

増大などによる財政状況の悪化見通し等、公共施設を取り巻く環境について、抜

本的な見直しが必要である。保有する公共施設を効果的・効率的に活用し、必要

な行政サービスを持続的に提供し続けられるよう、経営的視点に基づく取組が必

要不可欠であり、貴重な経営資源である公共施設を最大限に有効活用することを

目指し平成２８年１２月に「苫前町公共施設等総合管理計画」を策定し、①公共

施設の総資産量の適正化、②公共施設の長寿命化の推進、③地域（民間）活力の
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導入の３つを基本的な方針とし、公共施設の管理運営、整備に当たっては整合性

を図りながら過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

２．移住・定住及び地域間交流の促進、人材の育成 

（１）現況と問題点 

ア．移住・定住 

国勢調査による人口は昭和３５年の１０,８９８人がピークで、その後昭和４０年に

は９,６２９人となり、昭和４５年から令和２年までの５０年間の減少率は６５.６％

となっている。近年１０年間の推移を見ても平成２２年から令和２年の間で１９.７％

の減少となっており、今後も全町各地域において減少傾向は続くと見込まれる。 

このような人口減少は、産業や福祉、生活環境全般において影響を及ぼすため、

本町への強い想いを寄せてくれる関係人口の創出、その上で、「都市と農漁村の融

合」、「職住近接」、「教育・子育ての充実」など本町の魅力を子育て世代を中心に

効果的に訴求し、移住者やＵターン者の増加を図るための対策が必要である。 

 

イ．地域間交流の促進・人材の育成 

これまで、地域のコミュニティ機能を担ってきた町内会等の組織は、価値観の多

様化や少子高齢化の進展により、加入率の低下、コミュニティ活動の停滞、また、

担い手不足などの問題が生じてきている。 

一方、地域のコミュニティは、地域の防災対応力に密接な関係を持つものであり、

これまで以上に地域のつながりの必要性が求められている。 

地域の活性化は、今後のまちづくりには必要不可欠であり、町内会活動を通じて

コミュニティの促進に努めるとともに、地域間交流を積極的に推進する。 

 

（２）その対策 

ア．移住・定住 

① 移住定住支援等移住定住促進事業の継続 

② スポーツの活性化と関係人口の創出・拡大 

③ 歴史・文化遺産を活用した関係人口の創出・拡大 

 

イ．地域間交流の促進・人材の育成 

① 市街地のにぎわい創出支援 

② 友好都市・ふるさと会との交流促進 

③ 地域おこし協力隊の任用と活用 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

１ 移住･定住及

び地域間交流

（４）過疎地域持続

的発展特別事業 

定住促進空家活用事業 

（事業内容）定住促進に資する空き家

  町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

の促進、人材の

育成 

 

移住･定住 

 

 

 

 

 

の購入・改修等に要する経費の一部

を助成する 

（事業の必要性、見込まれる効果）空き

家の流動化を促進し、本町人口の増

加と地域経済の活性化を図る 

 

安心快適住まいづくり促進事業 

（事業内容）住宅の新築・改修・除却に

係る費用の一部を助成する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果）

住環境整備は地域課題に対応した多

様な住宅・宅地施策が必要であり、快

適な生活を可能とする住環境性能向

上、人口減少対策・定住促進を図る 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

苫前町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、各個別計画との整合性

を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

３．産業の振興 

（１）現況と問題点 

ア．農業 

本町の農業は、基幹産業として住民の生活に根付いており、自然環境の保全、地

域社会の維持など多面的な役割を担っている。しかし、昨今の資材費高騰や異常気

象による農作物被害など、農業をめぐる環境は厳しさを増している。加えて本町の

農家戸数については、年々減少傾向にあり、これまでは離農跡地を担い手農家や農

業法人が集約し、農家戸数に反比例して 1 経営体の規模は拡大している状況である

ことから、１戸の農業者における負担が増加し、労働力確保が困難となることが予

想される。 

また、過去に基盤整備を行った農用地では現在の大型化した農業用機械の能力を

最大限発揮することが困難であり、水路や揚水機場など農業用施設は老朽化が著し

い状況である。 

酪農においては労働力不足を補うため、上平共同利用模範牧場にて育成牛を預託

し、町内酪農家の負担軽減を図っているが、預託頭数に限りがあり、預託希望に対

し頭数調整を行っているほか、牧草地においても雑草混入率が上昇し、飼料の品質

低下が懸念されている。 

これらの課題解決に向け、労働力の低減を目的としたスマート農業をさらに推進

し、５年後、１０年後、さらにその先を見据えた持続可能な本町農業の推進のため、

今後の農地のあり方を含め、新規参入者確保のための各種助成制度の拡充等に向け

「苫前町担い手対策協議会」の設立について検討している。 
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さらには農地の区画拡大や各種施設の整備など、限りある労働力や農業用機械の

有効活用を図るため、営農形態に合わせた基盤整備が必要となっている。 

また、上平共同利用模範牧場を最大限活用するため新たな牛舎整備を行うととも

に、町内の牧草地を含めた広域的な草地改良を行い、自給飼料の品質向上を図るこ

となど、酪農においては一体的な取り組みが求められている。 

一方、地産地消、環境に配慮した農業など、食の安全・安心を求める消費者ニー

ズに対し、質の高い農産物が求められていることから、「YES!clean」や「特別栽培」

等に積極的に取り組むことにより、栽培技術の向上と、貯蔵・集出荷などの流通体

系の整備に取り組む。 

 

    農家戸数の推移                            （単位：戸） 

区 分 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

農家戸数 １２１ １１７ １１１ １０９ １０７ １０５ 

資料：苫前町調べ  

耕地面積の推移                           （単位：ｈａ） 

区 分 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

田（ａ） １,４３０ １,４３０ １,４３０ １,４３０ １,４３０ １,４３０ 

畑（ｂ） １,６７０ １,６７０ １,６７０ １,６７０ １,６７０ １,６７０ 

普通畑 ５９５ ５９５ ５９５ ５９５ ５９５ ５９５ 

樹園地 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

牧草地 １,０７５ １,０７５ １,０７５ １,０７５ １,０７５ １,０７５ 

計（ａ＋ｂ） ３,１００ ３,１００ ３,１００ ３,１００ ３,１００ ３,１００ 

資料：苫前町調べ 

農業生産額の推移                         （単位：千万円） 

区 分 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 
耕 種 １９１ ２０１ １９１ ２０５ １９１ ２２３ 

畜 産 １１５ １２３ １３４ １２３ １２２ １２７ 

計 ３０６ ３２４ ３２５ ３２８ ３１３ ３５０ 

資料：苫前町調べ 

家畜飼養頭数の推移                     （単位：戸、頭） 

区 分 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

乳
用
牛 

飼養戸数 １７ １７ １７ １７ １５ １２ 

頭数 ２,０６０ ２,１４１ ２,１２０ ２,１４７ １,８０６ １,６９９ 

資料：苫前町調べ  

 

イ．林業 

当町の森林は町域の８５％を占め、貴重な森林資源を有している。 

森林は木材生産機能を有するとともに、水源かん養、国土や自然環境の保全など

の多様な公益的機能を有している。そのため、森林の公益的機能の啓発に努めると

ともに、森林の健全な育成と林業の活性化に取り組む必要がある。 

一般民有林においては間伐などの施業を計画的に推進する必要があり、令和４年
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度に取得した森林認証の仕組みを活用しつつ、関係団体と連携した一体的な事業展

開が求められる。 

また、山村地域の過疎化や高齢化といった社会情勢の変化を踏まえ、私有林・町

有林の造林を継続して進めてきたところであり、森林環境譲与税を財源とする「苫

前町私有林等整備事業補助金」を活用し、従来採算が合わず手つかずとなっていた

私有林についても計画的な施業を進めている。今後も森林環境譲与税や各種事業を

積極的に活用し、私有林の整備や町有林の育成を継続的に実施することで、森林の

多面的機能を発揮させ、森林資源の充実を図ることが必要である。あわせて、伐採

後の再造林や森林保育を確実に進めるとともに、これらの事業を担う担い手の確保・

育成が必要となっている。 

 
   森林面積の状況                        （単位：ｈａ） 

区 分 国有林 道有林 町有林 私有林 計 

森林面積 ３０,８６１ ９４９ ８２６ ５,７１６ ３８,３５２ 

                             資料：令和５年度北海道林業統計 

 

ウ．漁業 

本町の水産業は沿岸漁業を主としており、カレイ・タコ・ウニ・ナマコ、更には

沖合漁業のエビ、海面養殖業のホタテなど、四季折々の漁獲がある。今後も、漁場

環境の保全や水産資源の適正管理と資源の維持・増大に努め、漁業の振興を図って

いく必要がある。 

近年、漁業就業者については高齢化や労働力不足が顕著である。このことから、

労働力として外国人技能実習生の住環境等の受入体制を支援するとともに、ＩＣＴ

の活用を含むスマート水産業を推進し、生産活動の省力化や操業の効率化、漁獲物

の高付加価値化を進めている。こうした取組により、就労環境の改善や生産性の向

上を図り、漁業をより魅力ある産業へと発展させていくことが求められる。また、

担い手対策として、新規漁業就業者支援事業助成制度を活用した取組を進めており、

担い手の育成や新規就業者の着業促進、繁忙期における労働力の確保を図っている。

引き続きこれらの取組を推進し、漁業者及び漁業協同組合の安定した経営基盤を強

化し、持続可能な漁業へと展開する。 

水産加工業は、主原料となる水産物の安定確保が課題となっている。特にタコの

漁獲は低迷が続いている一方で、ニシンについては近年漁獲が見られる状況にある。

しかし、魚価や物価の上昇により原料調達や製造コストの負担が増大しているうえ、

海外からの低価格製品の流入もあり、取り巻く環境は一層厳しさを増している。 

このため、原料の安定的な確保を図るとともに、消費者ニーズに対応した製品開

発に努め、あわせて食品衛生管理対策の充実を進める必要がある。 

第３種漁港の苫前漁港においては、更なる流通体制の効率化及び漁港環境の改善

を図るため、令和６年７月、特定漁港漁場整備事業計画が事業化され、本計画では、

ホタテガイの出荷量増加や輸出拡大に対応した埠頭新設や屋根付き岸壁の整備に加

え、新規着業者の増加に伴う低天端岸壁の整備、さらに資源減少対策としてウニ・

タコ・コンブ・ナマコなどの一時蓄養に活用できる蓄養水面の整備を進め、漁港機
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能の強化と作業環境の改善を図るとともに、漁港地域の活性化につなげていく。 

また、第１種漁港の力昼漁港については、施設の老朽化対策を計画的に進めると

ともに、既に完了した外防波堤延伸工事により港内の静穏度が確保されたことから、

今後も漁港の機能維持に努める。 

 

   漁家経営体数の推移                       （単位：経営体） 

区 分 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 
経営体数 ５６ ５５ ５７ ５６ ５７ ５７ 

資料：港勢調査 

   漁獲量と漁獲高の推移                    （単位：ｔ、百万円） 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 
数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 
4,792 1,865 5,338 1,745 5,463 1,936 5,650 2,449 5,540 2,534 4,929 2,385 

資料：港勢調査 

 

エ．商業 

商業は、近隣市町における沿道型の大型商業施設の立地が進み消費の流出が拡大

し、小売業の動向は、店舗数、従業員数及び年間商品販売額ともに減少しており、

商店経営者の高齢化や景気の低迷やオンラインショッピングの増加なども加わり、

古くからの個人商店を中心とした小規模店舗は大変厳しい状況にある。 

地域にある小売店舗は、地域住民にとって日常生活やコミュニティ形成において

大きな役割を果たしており、今後の高齢化社会にとって、ますます重要性が高まっ

ていることから、起業・創業・事業承継等の支援対策を充実し、起業・創業の増加

や高齢等を理由とした廃業を未然に食い止める取組が重要である。また、地区の買

い物拠点となるスーパーマーケットを多目的交流施設等として新たに整備すること

により、地区の住民のみならず、地区外又は町外からの誘客を促進し、地域の活性

化を図ることも必要である。 

そして、生活・買い物弱者対策に傾注しつつ、地域特性を活かした他地域との差

別化、魅力ある商店街の形成や域内消費が拡大する取り組みなど、購買力の向上へ

の施策や農業・漁業・商工業の連携により農水産物をさまざまに加工し、付加価値

を付けて販売まで行えるよう、農商工連携を含めた６次産業化の推進に努めるとと

もに、近隣市町村との連携により地域資源を活用した新たな商品の開発や観光施設、

各種イベント、インターネット、ＳＮＳ等を活用した特産品ＰＲや販路拡大に向け

た取り組みが重要となっている。 

 

   商業の状況                          （単位：人、万円） 

事業所数 従業員数 販 売 額 
卸売業 小売業 卸売業 小売業 卸売業 小売業 

７ ２３ １５ ７７ ３２,７９３ ６０,２８５ 

                           資料：令和３年経済センサス活動調査 
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オ．鉱工業 

工業については、町内には食料品（水産加工業）や木材・木製品等を生産する事

業所が立地し、貴重な雇用の場となっているとともに、地域経済を支える主要な産

業となっているが、景気の低迷により事業所数は横ばいで推移しているものの製造

業出荷額は減少傾向にある。 

今後も地場産品の付加価値向上に向けた製造業の育成強化に努めるとともに、企

業の誘致に向けた積極的な働きかけが必要となっている。 

         
   鉱工業の状況                      （単位：人、万円） 

事業所数 従業員数 出荷額 
５ ６６ １００,８９２ 

資料：令和３年経済構造実態調査 

カ．観光レクリエーション 

観光は、宿泊、運輸、飲食・小売、その他のサービス業、更には製造業や農林水産

業など幅広い産業に波及する裾野の広い総合産業として、本町の経済を支えており

町民と行政が一体となって、観光振興に取り組んでいる。 

風力発電や令和４年に大規模改修した温泉宿泊施設「とままえ温泉ふわっと」及

び「道の駅 風Ｗとままえ」を拠点とした交流促進ゾーンの推進が図られ四季を通

じた多彩なイベントが開催されているが、観光客の満足度を高め地域に波及効果が

もたらされる質の高い滞在型観光メニューの充実が求められている。一方、宿泊施

設「ななかまどの館」や、「オートキャンプ場」、「ホワイトビーチ」、「未来港公

園」等の各観光施設が老朽化しており、利用客の安全確保や利便性の向上を図るた

めの改修が必要となっている。また、自然や歴史、文化、食など本町の優れた資源

をさらに磨き上げ新たな魅力を付加していくことにより、苫前ブランドを確立し発

信していくことが求められている。 

また、日常生活に欠かせないスーパーマーケットに、新たにコミュニティスペー

ス、子どもの屋内遊戯スペース、観光情報発信機能などを整備することにより、近

隣の観光資源を連携させた地域周遊による滞在型観光の創造など、新たな取組も進

めている。 

さらに観光宣伝や観光案内については、あらゆる機会を通じて誘致宣伝に努める

とともに、町民のおもてなし意識の高揚を図り、周辺地域と連携した新たな観光資

源の発掘やインバウンドを含めた交流人口及び観光客の誘致促進に努めていく必要

がある。 

観光客入込み客数の推移            （単位：千人、％） 

区 分 入込総数 日帰客 宿泊客 日帰客率 宿泊客率 

令和元年 １３３ １１６ １７ ８７ １３ 
令和２年 ９７ ７９ １８ ８１ １９ 

令和３年 ８１ ６９ １２ ８５ １５ 

令和４年 ４９ ３９ １０ ８０ ２０ 

令和５年 １４２ １２４ １８ ８７ １３ 

令和６年 １６９ １４９ ２０ ８８ １２ 

                             資料：観光入込客数調査 
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（２）その対策 

ア．農業 

① 魅力ある産地づくりの推進 

② スマート農業の推進 

③ 農業生産基盤の整備 

④ 生産法人・団体の育成・支援 

⑤ 担い手の育成及び労働力の確保 

⑥ クリーン農業の推進 

⑦ 町営牧場の効率的な管理運営 

 

イ．林業 

① 森林の健全な育成 

② 林業経営の安定化(合理化)及び担い手の確保 

③ 森林環境譲与税事業の推進 

 

ウ．漁業 

① 安定した漁業経営の確立 

② つくり育てる漁業の推進 

③ 漁港・漁場・漁業関連施設の整備 

④  地産地消の推進と販路の拡大 

⑤ 担い手の育成と労働力の確保 

⑥ スマート水産業の推進 

 

エ．商業及び鉱工業 

① 商業・鉱工業関連施策の充実 

② 苫前ブランド・６次産業化の確立 

③ 企業誘致支援の充実 

 

オ．観光レクリエーション 

① 苫前町観光ビジョンの推進 

② 特色あるイベントの推進 

③ 観光環境と観光振興体制の整備 

④ 周辺地域と連携した観光資源の発掘 

⑤ 観光施設の改修 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

２ 産業の振興 

 

（１）基盤整備 

   農 業 

 

 

道営農業農村整備事業 

 西古丹別揚水機場  １ヶ所 

 

道 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

   水産業 

 

 

（２）漁港施設 

 

 

 

（４）地場産業の

振興 

 

 

 

 

 

 

 

（９）観光又はレ

クリエーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草地畜産基盤整備事業 

（公共牧場整備事業） 

 

水産環境整備事業 苫前沖合 

 魚礁 

 

水産環境整備事業 

 

苫前漁港特定漁港漁場整備事業 

 

古丹別地区多世代交流・多機能型拠点

施設整備事業 

（事業内容）スーパーマーケット施設

の整備 

（事業の必要性）主たる利用者である

高齢者に配慮し、生鮮食品等の充実

を図るとともに、地元の農水産物を

販売し、地域経済の活性化を図る 

 

新日本海地域交流センター改修事業 

 

ななかまどの館改修事業 

（事業内容）老朽化した施設設備の改  

 修 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

施設設備が老朽化しているため、改 

修及び施設機能の改善を行い、安定 

した施設運営、利用客の増加を図る 

 

夕陽ヶ丘観光施設修繕事業 

 オートキャンプ場、ホワイトビーチ、

未来港公園等 

（事業内容）老朽化した施設設備の改修 

（事業の必要性、見込まれる事業効果）

施設設備が老朽化しているため、改修

及び施設機能の改善を行い、安定した

施設運営、利用客の増加を図る 

 

公園整備事業 

（事業内容）遊休地を公園として整備 

（事業の必要性）市街中心部に生じる

遊休地の有効活用 

（見込まれる事業効果）町外からの誘

客及び地域コミュニティの促進等に

資する 

 

三毛別羆事件現場復元地改修事業 

 

 

道 

 

 

道 

 

 

国 

 

道 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）過疎地域持続

的発展特別事業 

商工業・6次産業化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古丹別地区多世代交流・多機能型拠点

施設整備事業 

（事業内容）コミュニティスペース等

の整備 

（事業の必要性）買い物客をはじめと

した地域住民の交流を促進し、観光

客へ向けた情報発信により関係人

口・交流人口の創出・増加を図る 

 

苫前町商工会運営費補助 

（事業内容）苫前町商工会の運営費を

補助する 

（事業の必要性）近隣市町との地域間

競争や大型商業施設の進出により購

買力が流出していることなどから商

工業者育成のため商工会の運営を支

援する必要がある 

（見込まれる事業効果）魅力のある商

店街の形成や購買力の向上への取り

組み強化が図られる 

 

プレミアム地域振興券発行事業 

（事業内容）町民の生活支援と地元購

買力の確保を図るためのプレミアム

地域振興券を発行する 

（事業の必要性）地域内での経済循環に

より、コミュニティ形成の核となる商

工業者の事業継続に必要である 

（見込まれる事業効果）消費の流出を

防ぎ、商工事業者の活性化、地域コミ

ュニティの維持が図られる 

 

事業承継・事業継続支援事業 

（事業内容）地域の雇用や活動の衰退

を防ぐため、事業承継・事業継続に係

る経費を助成する。 

 

苫前ブランド・６次産業化チャレンジ

支援事業 

（事業内容）農・漁業者及び中小企業者

の経営安定、経営力の向上による基幹

産業の活性化を図るため、販路拡大、加

工品開発等に要する経費を助成する 

 

デジタル地域通貨発行事業 

（事業内容）キャッシュレス決済手数

料の域外流出を防ぎ、町内商工業者

を中心とした地域経済の好循環によ

る活性化を図る 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観 光 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

行政ポイント事業 

（事業内容）事業への参加者に行政ポ

イントを付与し、一定数のポイント

を町内でのみ利用可能なギフト券に

交換できる仕組みにより、住民の参

加を後押しし、地域経済の循環を促

進する。 

（事業の必要性）少子高齢化や担い手

不足が進む中、各種事業への参加を

広げるため、現金給付に依らない行

動促進の仕組みを導入し、町施策の

実効性を高める必要がある。 

（見込まれる事業効果）町が実施する

事業や地域活動への参加が広がり、

町民相互の交流が活発化するととも

に、地域内消費の喚起と経済循環の

強化が見込まれる。 

 

イベント開催費助成 

（事業内容）風車まつり、凧あげ大会、ふ

るさと祭り等の開催に対し助成する 

（事業の必要性）交流人口増加対策とし

て各種イベントを開催する必要がある 

（見込まれる事業効果） 新しい観光資

源の開発や関連産業との連携など地

域の活性化が図られる 

 

若年者雇用創出助成事業 

（事業内容）若年者の雇用及び定住促

進と町内企業の採用意欲の高揚を目

的に事業主に助成する 

（事業の必要性）停滞する各産業の活性

化及び労働力の確保が必要であるため 

（見込まれる事業効果）労働力確保及

び各産業活性化が見込まれる 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

（４）産業振興促進事項 

ア．産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業  種 計画期間 備 考 

苫前町全域 製造業、旅館業、農林水産物等

販売業、情報サービス業等 

令和８年４月１日～ 

令和１３年３月３１日 

 

 

イ．当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記（２）その対策及び（３）計画のとおり 
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（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

苫前町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、各個別計画との整合性

を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

４．地域における情報化 

（１）現況と問題点 

当町では平成２３年７月にデジタル放送への完全移行を受け、難視聴地域である
山間部に既存の共同受信施設を整備し、デジタル放送へ円滑に移行できるよう進め
てきた。 
近年の情報通信技術の進歩により携帯電話やインターネットが普及、多くの住民

が利用している状況であるが、データ通信手段や災害・緊急時の通信手段として、
住民の生活に必要不可欠なものとなっている。現在、携帯電話サービスは町内居住
地域では利用できるものの、いまだに一部道路などに不感地帯も存在していること
から、町内全域での携帯電話サービス利用に向けて通信用鉄塔等の整備が進められ
ている。 
また、インターネット回線は市街地において苫前・古丹別市街については光回線

でのサービスが提供されており、その他の地域についても光回線の整備が進められ
全域でのサービス提供が予定されている。 
また、本町は海岸線と各河川沿いに集落が分散し形成されていることから、災害

時や緊急時の連絡などに効果が発揮される防災行政用無線施設の整備を進めたが、
防災無線の利用できない地域も存在しているのが現状である。 
さらには、情報化の進展に伴い行政の情報化による住民サービスの向上や過疎地

域のニーズに対応した情報通信基盤を整備するとともに、医療・教育等公共サービ
スの確保（遠隔医療等）、高齢者の安否確認・生活情報伝達サービスの提供、場所
にとらわれない就業や起業を可能とする取組（テレワーク等）、ＩＣＴを活用した
特産品の販売といった情報通信基盤の利活用や地域がその実情に応じた形でＩＣＴ
を最大限に利活用していけるような取組も求められている。 

 

（２）その対策 

① 光回線を含めた地域公共ネットワークの整備 

② テレビジョン放送等難視聴解消のための施設整備 

③ 通信用鉄塔施設の整備 

④ 防災行政無線の整備 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

３ 地域におけ

る情報化 

 

（１）電気通信施

設等情報化のた

めの施設 

ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送等難

聴解消のための施設 

 

 

 

 

地上デジタルテレビ放送共聴施設高度化

整備事業 

 

 

 

 

町 
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  その他の情報化の

ための施設 

高度無線環境整備推進事業 

 

移動通信用鉄塔施設整備事業 

東日本電信

電話(株) 

町 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

苫前町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、各個別計画との整合性

を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

５．交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 

ア．道路 

国道２路線が都市活動を円滑にするために欠かせない幹線道路であり、これに接

続する道道８路線も生活には欠かせない道路であるが、冬期間の除雪体制のあり方

や生活関連道路・交通安全整備が必要である。 

現在整備が続いている国道２３９号霧立防災事業と国道２３２号強靭化（防災・

交通安全等）対策事業は、早期完成に向けた整備を促進している。 

生活道路は地域住民が日常生活を送る上で重要な役割を果たしていることから、

老朽化対策も含め客観的に状況を把握した上で安全で快適な道路環境の維持に努め

ていく必要がある。 

今後は新規整備のみならず、現道の損傷や劣化等の状況を踏まえながら、それを

将来にわたって把握することによる費用対効果の高い維持管理が求められている。 

道路現況                            （単位：ｍ、％） 

区 
分 

路線名
 

実延長
 改良済 舗装済 橋りょう 

延 長 改良率 延 長 舗装率 永久橋 木橋 計 

国
 

道
 

一般国道２３２号線 16,376 16,376 100.0 16,376 100.0 10 - 10 
〃   ２３９号線 45,941 45,941 100.0 45,941 100.0 27 - 27 
小 計（  ２路線） 62,317 62,317 100.0 62,317 100.0 37 - 37 

道 
 
道 

苫前小平線 18,734 17,386 92.8 17,386 92.8 13 - 13 
羽幌古丹別停車場線 7,434 7,434 100.0 7,434 100.0 4 - 4 
苫前停車場線 550 550 100.0 550 100.0 - - - 
苫前港線 750 750 100.0 750 100.0 - - - 
霧立小平線 5,883 5,883 100.0 5,883 100.0 4 - 4 
上遠別霧立線 1,890 1,890 100.0 59 3.1 1 - 1 
力昼九重線 7,072 7,072 100.0 7,072 100.0 - - - 
小川古丹別線 9,120 8,720 95.6 8,720 95.6 2 - 2 

小 計（  ８路線） 51,433 49,685 96.6 47,854 93.0 24 - 24 

町 
道 

１ 級（ １７路線） 26,877 20,301 75.5 20,299 75.5 9 - 9 
２ 級（ ２４路線） 40,571 23,901 58.9 26,241 64.6 14 - 14 
その他（２０３路線） 150,764 93,704 62.1 80,043 53.0 28 - 28 
小 計（２４４路線） 218,212 137,906 63.1 126,583 58.0 51 - 51 

   合 計（２５４路線） 331,962 249,908 75.2 236,754 71.3 112 - 112 

資料：道路現況調書（令和７年３月３１日現在） 
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イ．交通 

当町では昭和６２年３月に住民の交通手段として利用されてきた国鉄羽幌線が廃

止され、それ以降生活路線バスを運行しており、通学や通院、買い物等において重

要な役割を果たしている。しかし、人口減少と自動車の普及により輸送需要が大き

く減少し、公共交通機関の経営状況は非常に厳しい状況であるが、生活路線バス事

業者への経営支援を行うことで路線が維持されている。 

公共交通機関は高齢者などの交通弱者にとって日常生活に欠かせない交通手段と

なっているが、高齢化の進展や社会構造の変化など将来需要に対応した利便性の高

いものが望まれていることから、住民のニーズに沿うような身近な交通手段の確保

が求められている。 

 

（２）その対策 

ア．道路 

① 国道・道道の整備及び安全対策 

② 町道の整備・維持管理の充実 

③ 広域道路網の整備・維持管理の充実 

 

イ．交通 

① 公共交通機関の充実と環境整備 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

 

（１）市町村道 

道 路 

 

 

橋りょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）過疎地域持続

的発展特別事業 

公共交通 

 

 

 

 

旭長島線（交通安全・歩道新設） 

 Ｌ＝１,５７８ｍ、Ｗ＝２.５ｍ 

 

道路メンテナンス事業（橋梁点検） 

５１橋 

 

道路メンテナンス事業東川川北線(滝本橋) 

 Ｌ＝４８.０ｍ、Ｗ＝６.０ｍ 

 

道路メンテナンス事業三渓松下沢線(幸金橋) 

 Ｌ＝１０.４ｍ、Ｗ＝４.７ｍ 

 

道路メンテナンス事業三渓滝下線(豊水橋) 

 Ｌ＝４４.２ｍ、Ｗ＝４.６ｍ 

 

生活路線バス等維持費補助 

（事業内容）路線バス維持のためバス事

業者へ補助する 

（事業の必要性）バス輸送需要が大きく

減少し、公共交通機関の経営状況が厳

しい状況となっていることから、経営

 

町 

 

 

町 

 

 

町 

 

 

町 

 

 

町 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通施設維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

支援を行う必要がある 

（見込まれる事業効果）バス路線が維持

され通学や通院、買物等の交通手段の

確保が図られる 

 

沿岸バス車両購入費補助 

（事業内容）路線バス維持のため車両更

新にかかる費用を補助 

（事業の必要性）バス輸送需要が大きく

減少し、公共交通機関の経営状況が厳

しい状況となっていることから、車両

更新にかかる費用について支援する必

要がある 

（見込まれる事業効果）バス路線が維持

され通学や通院、買物等の交通手段の

確保が図られる 

 

バス待合所管理業務 

（事業内容）バス待合所（９ヶ所）の清

掃除雪等維持管理を行う 

（事業の必要性）悪天候時やバス接続ま

での待機場所として適正に維持管理す

る必要がある 

（見込まれる事業効果）通学通院等のため

のバス利用者の利便性とバス利用者の利

便性とバス待機時の環境が向上する 

 

通学定期運賃補助 

（事業内容）高校生の通学定期運賃の一

部を助成する 

（事業の必要性）通学定期利用者増のた

め運賃の一部を助成する必要がある 

（見込まれる事業効果）乗車率の向上に

より路線バス維持に貢献する 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

苫前町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、各個別計画との整合性

を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

６．生活環境の整備 

（１）現況と問題点 

ア．水道施設 

安心かつ安全な水の安定供給のため、水源の確保や水道施設の適正な維持管理に努

めてきたところであり、また災害時にも安定した水の供給を確保するため、老朽管の計
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画的な更新を実施し、有収率の向上や経営の健全化に努めてきたところである。 

今後は、浄水場の改修を考慮した計画的な施設や機器の整備を図りながら、水源

の確保などを含めた効率性の良い水づくりとランニングコストの削減を目指すとと

もに、有収率の向上に努める必要がある。 

 

イ．下水道施設 

現在の本町の生活排水処理は、公共下水道と個人設置型浄化槽の２つの方法で汚

水を処理している。公共下水道は市街化区域を対象とし、苫前地区では平成１７年

に供用開始、古丹別地区では平成２０年に供用開始、平成３０年度に汚水管整備を

完了し今後はストックマネジメント業務において機能維持を前提とした計画的な改

修を進めるとともに、接続率の向上対策を継続して取り組む必要がある。 

また、公共下水道区域を除いた区域では公共水域の水質汚濁を防止するため、個

人設置型浄化槽による生活排水処理の整備を推進する必要がある。 

今後は、更なる下水道の普及や水洗化率の向上に努めるとともに、放流水の水質を安

定的・永続的に確保するため、整備済み施設の損傷や劣化等の状況を踏まえながら、そ

れを将来にわたって把握することによる費用対効果の高い維持管理が必要である。 

 

ウ．廃棄物処理施設 

本町から搬出した一般廃棄物は、中部３町で構成する羽幌町外２町村衛生施設組

合で広域処理されている。令和７年度から新しい最終処分場及生ごみ堆肥化施設が

本格稼働したところであるが、本町におけるごみの搬入量は、減少傾向にあるもの

の減量計画値を超過している。 

今後は家庭ゴミの減量はもちろん、学校や地域での環境教育の実施、分別収集の徹底

によるごみの減量化や資源ゴミのリサイクルによるゴミの排出量の削減が必要である。 

また、し尿・浄化槽汚泥については、広域ミックス事業によって羽幌浄化センタ

ーで処理されている。 

 

エ．消防施設 

近年は地球温暖化などの理由により、地震、大雨、台風等の自然災害が頻発、激

甚化している傾向がみられる。 

また、高度な救急処置を必要とする救急業務も年々増加しており、高齢化や社会

情勢の変化に伴い、複雑かつ多様化する事故等に対応できる救急業務の高度化が必

要となっている。 

今後は、災害対策や救急業務に向けた機能を適切に発揮するため、消防及び救急

体制の強化・充実が求められているとともに、整備済み施設の損傷や劣化等の状況

を踏まえながら、それを将来にわたって把握することによる費用対効果の高い維持

管理が必要である。 

 

オ．公共賃貸住宅 

公共賃貸住宅は、苫前地区に１６６戸（町営１３０戸、道営３６戸）、古丹別地区

に町営１０４戸、合計２７０戸を有し、居住の安定と居住水準を確保するため、住宅



24 

 

に困窮する世帯に対し低廉な家賃により供給している。公共賃貸住宅の団地整備は安

心で快適な住環境を形成することで住みよいまちづくりに資することを目的として、

団地の建替・改修を計画的に実施しているところである。しかし、社会情勢の変化や

少子高齢化の進展により居住ニーズは多様化しており、様々なライフスタイルに対応

した多様な住宅の供給を確保することが必要となっている。 

今後も、少子高齢化の進行や高齢単身等世帯規模の変化など、住宅需要の的確な

把握に努め、入居者や入居希望者のニーズや特性に相応しい住宅供給を確保するこ

とや、地域性に対応した住宅供給を確保することが求められている。特に存続させ

るべき団地ストックについては、良好な居住環境を維持するため、各団地の状況に

応じて居住水準向上などの長寿命改善に取り組み、費用対効果の高い維持管理を実

施していくことが必要である。 

 

（２）その対策 

ア．水道施設 

① 簡易水道施設・設備の維持・充実 

② 安全で良質な水の確保 

 

イ．下水道施設 

① 下水道施設・設備の長寿命化の推進 

② 浄化センターの維持管理の充実 

③ 下水道区域外における生活排水処理の推進 

 

ウ．廃棄物処理施設 

① ごみ分別の徹底による資源リサイクルの強化によるごみの減量 

 

エ．消防施設 

① 消防施設・設備の維持・充実 

② 救急体制の維持・充実 

 

オ．公共賃貸住宅 

① 公営住宅等の整備及び維持管理の充実 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

５ 生活環境の

整備 

（１）水道施設 

   簡易水道 

 

 

 

 

（２）下水道処理

 

生活基盤近代化事業 

浄水場改修 

 

浄水場大規模改修工事 

 

 

 

町 

 
 
町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

施設 

公共下水道 

 

 

 

 

    その他   

 

 

（５）消防施設 

 

 

 

 

 

 

（６）公営住宅等 

 

 

（７）過疎地域持続

的発展特別事業 

生 活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定環境保全公共下水道事業 

苫前下水浄化センター改築更新実施設計・

工事（機械・電気） 

 処理場 ３施設（改築） 

 

合併処理浄化槽設置整備事業 

 

 

消防古丹別支署庁舎建設工事 

 消防古丹別支署庁舎の耐震診断結果に

伴う移転建替え 

 

消防苫前支署庁舎改修工事 

 

 

町営住宅長寿命化事業 

 ４団地 １０棟 ４６戸 

 

 

 

一般廃棄物収集業務 

（事業内容）一般家庭等から排出される

ゴミの収集業務を委託する 

（事業の必要性）一般廃棄物について環

境省の提言する「３Ｒ」の実現に向け

た減量化等適正処理する必要がある 

（見込まれる事業効果）家庭ゴミ排出時

の分別が徹底され減量化が図られる 

 

一般廃棄物処理手数料収納業務 
（事業内容）指定ゴミ袋取扱店に対する

手数料 

（事業の必要性）一般廃棄物について環

境省の提言する「３Ｒ」の実現に向け

た減量化等適正処理する必要がある 
（見込まれる事業効果）家庭ゴミ排出時

の分別が徹底され減量化が図られる 
 

賃貸住宅等整備支援事業 

（事業内容）民間賃貸住宅等の整備促進

により人口減少の抑制を図るため、民

間事業者等に対し賃貸住宅建設費用の

一部を補助する 

（事業の必要性）長寿命化計画などによ

り、セーフティネットとしての役割に

明確化された公営住宅等ストックの縮

減を図っており、町内事業所等の民間

活力による一般世帯向け賃貸住宅等の

 
町 

 

 

 

 

町 

 

 

北留萌消

防組合 

 

 

北留萌消

防組合 

 

町 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

環 境 

 

 

 

 

 

 

 

整備を支援する必要がある 

（見込まれる事業効果）町内事業所の活

性化を図るとともに、人口減少の抑制

を図ることができる 

 

花と緑のまちづくり活動支援事業 

（事業内容）町民と行政のパートナーシ

ップにより緑化活動をおこなう団体へ

植栽事業費の一部を補助する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 景観美化及び地域コミュニティの形

成、活動の推進を図り、より住みやす

いまちづくりや定住の促進及び人口減

少の歯止めにも資する 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

苫前町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、各個別計画との整合性

を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

７．子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

ア．子育て環境の確保 

少子化や核家族化の進行、地域コミュニティの希薄化など、子どもや子育てをめ

ぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能が低下しており、

安心して子どもを産み育てられるよう、子どもの成長過程に必要な子育て情報や学

習機会の提供、相談体制の整備など、各家庭の子育てを支援していく必要がある。

また、少子化対策を進めていくためには、子育てや教育に対する経済的不安の解消

や、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりが求められている。 

本町では、地域子育て支援センターを中心に、妊娠期から子育て期にわたる切れ

目のない支援に努めるとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、高校

卒業年齢までの医療費や保育料、学校給食の無償化を行っているところである。 

今後、子ども家庭センターを中心に、母子保健機能と児童福祉機能を連携しなが

ら、妊娠・出産・子育て全般に関する相談のほか、子どもの発達状態、児童虐待や

貧困、ヤングケアラーなど、子育て世帯に対する一体的な支援を切れ目なく、漏れ

なく対応していく必要がある。 

 

イ．高齢者等の保健・福祉 

本町における令和７年４月１日現在の高齢者人口は１,０７７人で、高齢化率は４

０.９％である。今後は、全体の人口減少が見込まれるなかで高齢化率はほぼ横ばい

で推移するものと推計されている。 
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高齢者のライフスタイルをはじめ、生活意識やニーズ等はさらに多様化していく

ことが見込まれるなか、高齢者一人一人が豊富な経験や知識、技術を地域社会に活

かすことができる環境づくり、互いに支え合い、助け合うことができる地域づくり

を推進する必要がある。 

さらには、介護や医療など何らかの支援を必要とする高齢者が、可能な限り住み

慣れた地域で個人の尊厳やその人らしい生き方が尊重され、自立して安心して生活

していくことができるよう、高齢者の地域生活を支える「地域包括ケアシステム」

を深化・推進する必要がある。 

（２）その対策 

ア．子育て環境の確保 

① 子育て環境・育児のためのコミュニティの充実 

② 子育て支援サービスの充実 

③ 母子保健・医療の充実 

 

イ．高齢者等の保健・福祉 

  ① 介護予防・生活支援の充実 

② 生きがい対策の充実 

③ 介護保険サービスの提供 

④ 高齢者福祉施設・設備の充実 

⑤ 地域ケア体制の強化 

⑥ 保健サービスの充実 

  

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

６ 子育て環境

の確保、高齢

者等の保健及

び福祉の向上

及び増進 

（６）高齢者福祉

施設 

 老人福祉施設 

 

（８）過疎地域持続

的発展特別事業 

児童福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別養護老人ホーム等大規模改修事業 

 

社会福祉法人運営費補助 

（事業内容）(社)苫前福祉会、(社)古丹

別福祉会の安定した運営を図るため条

例に基づき補助する 

（事業の必要性）２法人は子どもの育児、

保育事業を行っており安定運営のため

に補助する必要がある 

（見込まれる事業効果）育児・保育環境

の整備が図られる 

 

地域子育て支援センター運営事業補助 
（事業内容）地域子育て支援センター運

営（２団体）に対し補助する 
（事業の必要性）地域の子育て家庭にお

いて健全な育児・保育が期待されている

 

 

法人 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことから運営費を補助する必要がある 
（見込まれる事業効果）地域子育て家庭

における期待に応えることができる 

 

放課後児童健全育成事業補助 

（事業内容）社会福祉法人に対し放課後

児童クラブ活動運営費に対し補助する 

（事業の必要性）共働き家庭の増加等に

より放課後や週末等児童の健全な育成

を支援する必要がある 

（見込まれる事業効果）児童の健全育成、

労働力の確保により地域の活性化が図

られる 

 

認定こども園施設型給付費事業 
（事業内容）認定こども園２ヶ所に対し

給付費を支給する 
（事業の必要性）共働き家庭の増加等によ

り認定こども園運営は必要不可欠である 
（見込まれる事業効果）育児・保育環境

の整備が図られる 
 

留萌中部地域子ども発達支援センター運

営事業 

（事業内容）留萌中部３町村による広域

子ども発達支援センターの運営費に対

し補助する 

（事業の必要性）広域による子ども発達

支援センター運営のため補助する必要

がある 

（見込まれる事業効果）発達障がいのあ

る子どもに対し社会適応にできるよう

支援をすることができる 

 

幼児教育・保育の無償化 

（事業内容）子育てに伴う経済的負担軽減

のため、認定こども園等の利用料を無料と

する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

経済的負担を軽減することで家庭に

おける生活を円滑に過ごしていただ

くとともに、少子化、定住対策の一環

として実施する 

 

認定こども園発達支援事業補助金 

（事業内容）児童の発達に応じた保育を

提供し、その健全な発達を支援するた

め、認定こども園が実施する発達支援

事業に要する経費について補助する 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者･障害

者福祉 

 

 

 

 

 

 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

児童の発達を支援するために発達支

援保育士を配置することできめ細か

なサービスを提供できる 

 

育児ヘルパー派遣事業 

（事業内容）子育ての負担軽減と母子・

児童福祉増進を図る 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

子育てにかかる負担を軽減することで、

子育てにおける悩み等の解消を図り、少

子化、定住対策の一環として実施する 

 

 

子どもの医療給付事業 

（事業内容）高校生までの子どもに対す

る医療費の一部を給付する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 疾病の早期診断と早期治療を促進し、子ど

もの保健の向上と福祉の増進に寄与する 

 

ひとり親家庭等医療給付事業 

（事業内容）ひとり親家庭へ医療費の一

部を給付する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 保健の向上と福祉の増進に寄与する 

 

乳幼児健康診査 

（事業内容）乳幼児に対する健診を行い

一部委託する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 乳幼児の病気の予防と早期発見、及び

健康の保持、増進を図る 

 

新生児聴覚検査 

（事業内容）乳児に対する新生児聴覚検

査を委託する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

聴覚の異常を早期に発見し、適切な治

療等早期の対応につなげる 

 

生きがいデイサービスセンター管理委託事業 

（事業内容）在宅高齢者の生きがい活動

のための当該施設の管理委託をする 

（事業の必要性）在宅高齢者の認知症等

抑制のため本事業は必要である 

（見込まれる事業効果）介護予防及び医

療費の抑制に寄与する 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急通報システム委託事業 

（事業内容）単身等高齢者の安否確認及

び緊急時の迅速対応のためのシステム

委託をする 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 安否確認等システムにより単身高齢者

の生活不安が除かれる 

 

生きがい活動支援事業補助 

（事業内容）高齢者世帯に対する除雪サ

ービス、見守りサービス等の取組への

支援をする 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 高齢者福祉及び生きがいづくりに寄与

する 

 

老人保護措置費 

（事業内容）養護老人ホーム等への老人

保護措置費 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 高齢者の心身の健康の保持や生活の安

定などの高齢者の福祉が図られる 

 

苫前町にこにこタクシー運行事業 

（事業内容）７０歳以上の高齢者や身体・

心身障がい者などがタクシーを利用し

た際に、タクシー会社へ不足の乗車運

賃分を補助する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

交通空白地域の交通弱者にとっては、

通院や買い物等で利便性を欠いてい

ることから、高齢者に限らず、外出に

不便を来している町民に対する移動

手段の確保、移動の利便性や地域の活

性化に加え、福祉の向上を図る 

 

いやしふれあい助成事業 

（事業内容）町が指定する宿泊施設を利

用する高齢者等に対して冬場の引きこ

もりや健康増進を目的に宿泊料の一部

を助成する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 高齢者等の健やかな生活支援を図り、

高齢者等福祉の増進に寄与する 

 

重度心身障害者医療給付事業 

（事業内容）重度心身障がい者に対し医

療費の一部を給付する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

町 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくり 

 

 

 

 

 

 保健の向上と福祉の増進に寄与する 

 

障害者自立支援事業 

（事業内容）障がい者に対する更生医療

費、補装具費の支給及び障害者施設利

用費の支援をする 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 障がい者がその有する能力及び適正に

応じ、自立した日常生活を営むことが

できるようになる 

 

苫前町社会福祉協議会運営事業 

（事業内容）社会福祉協議会運営に対し

補助する 

（事業の必要性）当協議会では高齢者福祉

に対する重要な事業を実施していること

から運営に対し補助する必要がある 

（見込まれる事業効果）運営が安定する

ことにより高齢者等福祉事業が円滑に

進められることができる 

 

老人クラブ連合会運営事業 

（事業内容）老人クラブ連合会運営費に

対し補助する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 高齢者相互の融和と交流を図られる 

 

 

高齢者事業団運営補助 

（事業内容）苫前町高齢者事業団の運営

に対し補助する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 高齢者の就業意欲と豊富な知識・経験

を生かし、就業の場の確保と福祉の増

進に資する 

 

高齢者補聴器購入費助成事業 

（事業内容）中等度難聴の高齢者に対す

る補聴器購入費用の一部を助成する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

高齢者の積極的な社会参加等を支援

し、健康増進、認知症予防等に資する 

 

各種検診（健診）業務 

（事業内容）特定健診、各種がん検診、脳

検診、骨粗鬆症検診、肝炎検診を行う 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 診察や各種検査により健康状態の評価を

行い、健康の維持や早期発見に寄与する 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

各種予防接種業務 

（事業内容）インフルエンザ、MR 等予防

接種業務を委託する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 ワクチン等を接種し、人工的に免疫を

つけることで、伝染病の発生や流行を

予防する 

 

妊婦健康診査 

（事業内容）妊婦に対する健診を委託する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 妊娠中妊娠中毒症や難産、早産、流産を

予防し、母体と胎児の健康維持を図る 

 

不妊治療等助成事業 

（事業内容）不妊症・不育症で悩む夫婦の経

済的負担の軽減のため治療費を助成する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

子どもを産みたいという希望を与え、少

子化、定住対策の一環として実施する 

 

産婦健康診査 

（事業内容）産婦に対する健診を委託する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

産後の身体的、精神的な変化に対し健や

かな回復を図る 

 

結婚祝金交付事業 

（事業内容）未婚者の結婚奨励と若者の

定住促進等を推進するため、結婚した

者へ祝金を交付する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

未婚者の結婚奨励と定住促進、少子

化、定住対策の一環として実施する 

 

結婚新生活支援事業 

（事業内容）結婚に伴う新生活のスター

トアップに係る費用（新居の家賃、引

越費用等）の一部を補助する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

未婚者の結婚奨励と定住促進、少子

化、定住対策の一環として実施する 

 

出産支援費助成事業 

（事業内容）妊産婦及びその家族の経済

的負担の軽減と妊産婦の保健向上のた

め出産に係る交通費、医療機関のある

現地の滞在に要する宿泊費を助成する 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

経済的負担を軽減することで子ども

を持ちたいという希望を与え、少子

化、定住対策の一環として実施する 

 

出産祝金交付事業 

（事業内容）子育てに伴う経済的負担軽

減と出産により少子化対策の推進のた

め出産した者に祝金を交付する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

子どもを産みたいという希望を与え、少

子化、定住対策の一環として実施する 

 

出産祝金助成金事業 

（事業内容）出産祝金交付額のうち１０

万円分を助成券として交付する 

 

産後ケア事業 

（事業内容）助産師を招へいし、産後１

年以内の母子が心身のケアや育児サポ

ートを受けられるよう支援する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

産後も安心して子育てができる支援

体制の確保を図ることとする 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

苫前町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、各個別計画との整合性

を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

８．医療の確保 

（１）現況と問題点 

本町には令和７年度に整備をした町立の診療所（指定管理者制による）と公的医

療機関の２ヶ所、町立の歯科診療所が２ヶ所あり、住民にとって必要不可欠なもの

となっている。特に医療機関に遠い地区は、へき地患者輸送車の定期運行によりそ

の対策にあたっている。しかし、増加する生活習慣病などの患者に対する手術など

の高度医療や休日・夜間の救急外来に対しては、近隣の中核都市での処置や搬送に

より対応している。 

今後は、診療所施設の適切な維持管理と、歯科診療所における施設・設備の整備

を進めていく必要がある。 

また、公的医療機関である苫前厚生クリニックをはじめ地域の中核的な病院と町

立の診療所との連携・協力体制の構築、遠隔医療の環境整備を始めとする新たなＩ

ＣＴの活用等を図りながら、地域の持続的な医療体制の確保と医療環境の整備充実
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を図る必要がある。 

   医療機関等設置状況                    （単位：人、床） 

区 分
 職 員 数 

診療科目
 

病床所有数
 

医  師 看護師等 
苫前クリニック １ ２ 内科、外科、小児科 － 
苫前厚生クリニック ２(１) ３ 内科、皮膚科派遣 － 
苫前歯科診療所 １ ０ 歯科 － 
古丹別歯科診療所 (１) ０ 歯科（苫前と兼務） － 

計 ３(２) ５   

                          資料：苫前町調べ（令和７年３月３１日現在） 
 

無医地区の状況                （単位：人、ｋｍ） 

区 分 地区人口 病院までの距離 交通機関 
九 重 １３３ ４.８ 週２回患者輸送車 
三 渓 １７ １１.９ 週１回患者輸送車 
東 川 １８ ７.９ 〃 
岩 見 ６６ ２.０ 〃 
小 川 ４４ ５.７ 〃 
計 ２７８   

                資料：苫前町調べ（令和７年３月３１日現在） 

（２）その対策 

① 医療環境の充実 

② 歯科診療所の充実 

③ 高齢化社会に対応した医療施設の整備 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

７ 医療の確保 （１）診療施設 

診療所 

 

 

 

 

 

 

（３）過疎地域持続

的発展特別事業 

民間病院 

 

 

 

 

 

 

 

苫前厚生クリニック検査機器更新事業補

助金 

 

町立診療所診療機器購入 

 

町立歯科診療所診察機器購入 

 
苫前厚生クリニック経営損失補償金 
（事業内容）苫前厚生クリニックの経営

損失金を全額補填する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 
 一次医療として当該診療所が維持され

ることにより地域医療の確保を図る 
 

苫前町地域医療確保事業 
（事業内容）町内３診療所へ医師の負担軽

 

町 

 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金積立 

 

 

 

 

 

減・外来診療医師確保のために補助する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

 人口減少と高齢化が進んでいる中で、

地域医療の水準の確保が一層求められ

ており、医師の確保、医師の負担軽減

並びに外来診療科の開設など地域医療

体制の安定を図る 

 

へき地患者輸送車運行業務 
（事業内容）無医地区から医療機関受診患者

の交通手段確保のための運行業務を行う 
（事業の必要性、見込まれる事業効果） 
 居住地から医療機関まで遠距離にあ

り、かつ交通手段のない高齢者等の通

院患者は増加しており、本業務により

医療機関受診環境の整備を図る 
 

苫前町地域医療整備基金事業 
（事業内容）町内医療機関の大型の医療設

備の更新や施設の修繕の際に必要となる

財源を確保するため、基金の積立を行う 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

日常診療に必要不可欠な設備等の計画

的な更新を進め、医療体制の充実を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

苫前町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、各個別計画との整合性

を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

９．教育の振興 

（１）現況と問題点 

ア．学校教育 

本町における義務教育施設は、小学校２校、中学校１校であり、令和７年５月現

在、小学校児童数１０７人、中学校生徒数５９人で、小学校ではいずれも複式学級

を編制している。人口の流出や出生数の減少により、今後もさらに児童生徒数が減

少し、複式学級が増加していくことが見込まれるため、異学年交流や主体的な学び

の促進など、複式学級のメリットを生かした指導体制の構築が求められている。 

本町では、確かな学力、豊かな人間性、健やかな体をバランスよくはぐくむ教育

を推進している。今後、学校と地域、家庭が連携・協働し、教育の質のさらなる向

上を図るとともに、ＩＣＴやＡＩなどの先端技術を教育に取り入れ、個別最適な学

びと主体的・対話的で深い学びを促進し、場所や時間に制約されない学習環境を実

現する必要がある。 

近年は不登校傾向にある児童生徒の増加、学力の低下や学習意欲の低下、特別支

援教育の充実、多様化する子どもたちへの対応、教員の長時間労働解消など課題が
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多岐にわたっている。 

学校施設整備では、児童生徒の熱中症対策や災害時における避難所としての安全

確保の観点から、全ての小中学校の体育館の空調（冷房）設備整備について検討も

進めていく必要がある。また、建築後２０年を経過した苫前中学校の長寿命化改修

工事について検討が必要となっている。 

北海道苫前商業高等学校は、地域の教育機能の維持向上に大きく寄与しており、

また、地域活性化の観点からも同校の存続は必要不可欠である。そのためには、生

徒数の安定確保が必要であり、地元生徒だけでなく他の地域の生徒からも選ばれる

魅力ある学校づくりを支援するとともに、遠方からの生徒の受入環境を整えていか

なければならない。 

 

 
学校現況調                  （単位：人、㎡） 

区 分 学校数 児童・生徒数 校舎面積 一校当たり生徒数 
小学校 ２ １０７ ５,４８０ ５３.５ 

中学校 １ ５９ ２,２４９ ５９.０ 

計 ３ １６６ ７,７２９ ５５.３ 

                      資料：苫前町調べ（令和７年５月１日現在） 

 

イ．社会教育 

少子高齢化が進む中、地域課題やニーズを踏まえたうえで、町民の自発的・主体

的な学習活動や社会参加を支援するとともに、様々な機会や場所を利用して実際生

活に即した文化的教養を高められるような環境の醸成や学習機会の提供していく必

要がある。 

社会・経済情勢の大きな転換期にあるなか、町民一人ひとりが生涯を通じて学習

に取り組むことの重要性が高まっており、町民の学習に対するニーズは多種多様化・

高度化しており、学習や活動の場の充実が求められている。 

本町では、町民の健康志向は高まっているものの、競技スポーツでは人口減少に

伴い団体活動の運動機会や大会などへの参加者が減少しているが、子どもから高齢

者までの様々な年齢や体力に応じたスポーツやレクリエーションを生涯楽しみなが

ら、体を動かす機会の創出が求められている。 

芸術・文化活動の拠点となる公民館などでは、様々な学習講座を開設し、継続的

な学習機会を提供しているが、今後の町民ニーズに応じた学習メニューの整備とと

もに、学んだ成果を実際の生活やまちづくりなどに活用できる仕組みをつくること

が必要である。 

学習やスポーツを行うための社会教育施設全般に施設や機器の老朽化が見られるため、

町民が利用したいときに利用できるよう適切に管理していくことが求められている。 

 

（２）その対策 

ア．学校教育 

① 学校教育関連施設・設備の充実 

② 「生きる力」をはぐくむ教育の推進 
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③ 良好な教育環境の充実 

④ 高等学校教育の充実 

   

イ．社会教育 

① 生涯学習基盤の整備・充実 

② 社会教育関連施設・設備の充実 

③ 社会教育プログラムの充実 

④ 団体や指導者の育成支援 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

８ 教育の振興 （１）学校教育関

連施設 

校 舎 

 

屋内運動場 

 

給食施設 

 

（３）集会施設、体

育施設等 

公民館 

 

 

 

体育施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）過疎地域持続

的発展特別事業 

高等学校 

 

 

 

苫前中学校長寿命化改修工事 

 

小中学校体育館空調設備整備工事 

 

学校給食共同調理場厨房機器等の更新 

 

苫前町公民館大規模改修工事 

 

苫前町公民館設備改修工事 

 

苫前町公民館照明設備改修工事 

 

スポーツセンター改修工事 

 

Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事 

 

三角点スキー場設備改修工事 

 

緑ヶ丘スキー場設備改修工事 

 

苫前町野球場照明改修工事 

 

 

北海道苫前商業高等学校魅力化推進事業 

（事業内容）北海道苫前商業高等学校後援

会が実施する同校の魅力づくりや生徒募

集に関する取り組みに対し補助する 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

高校を存続させることで、地域の教育

環境を維持するとともに、地域の活性

化や関係人口の増加に資する 

 

 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

町 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

苫前町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、各個別計画との整合性

を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

１０．集落の整備 

（１）現況と問題点 

集落は、地域住民の日常生活や生産活動を営む上で重要な役割を果たしている。

比較的規模の大きな集落がある一方、小規模な集落が数多く散在しており、道路を

始めとしたライフライン及び集会所等が整備されている。 

しかし、一部の集落では水害・土砂災害や海岸の浸食等の危険性が高く、治山、

治水、海岸保全等の計画的な整備を図り、災害の未然防止対策が必要である。 

また、新型コロナウイルス等の感染症にも配慮した「苫前町地域防災計画」の大

幅な見直しに伴い防災資材や避難所での感染症対策物資等について計画的な備蓄と

調達を行い災害時に備える必要がある。 

集落の維持・活性化については、住民自身が集落の現状を踏まえた上で、集落の

問題を自らの課題としてとらえ、集落の将来像を描いていく必要があるとともに、

地域自治組織が行う自主的・自発的活動を支える仕組みづくりや「集落支援員」や

「地域おこし協力隊」等の人材の確保・派遣に係る施策を検討する必要がある。 

さらに、地域の枠を超えた交流機会の拡大や住民の自主活動の場の提供、コミュ

ニティ活動の推進が重要な要素となる。また、行政情報の積極的な公開や説明責任

の徹底を行うことにより、行政と住民の協働によるまちづくりを進めていく必要が

あることから、各地域の個性や特徴を活かすための基盤となる「地域力」を高める

手法として、地域レベルでのまちづくり組織や仕組みづくりが必要である。 

 

（２）その対策 

① 防災対策の推進 

② 治山、治水、海岸保全等の国土保全対策の実施 

③ 地域自治組織が行う自主的・自発的活動を支える仕組みづくりの検討 

④ 地域おこし協力隊員等に係る施策の検討 

⑤ コミュニティの充実 

⑥ 住民参画機会の充実 

 

１１．地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

当町には、町無形文化財「くま獅子舞」を始めとする郷土文化や数多くの文化財

がある。なかでも郷土資料館・考古資料館は、学術的にも貴重な資料が展示され、

住民が地域の歴史に触れることができる施設である。 

これまで、文化団体への支援や芸術鑑賞機会など地域文化の振興を始め、文化財

の保護や保存、普及に取り組みながら、歴史文化の普及に努めている。 
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今後も行政や文化団体等が連携を一層深め、創作・発表活動への支援や発表の場

の提供等、文化活動への参加機会の充実が必要となっている。また、本物に触れる

ことができる展覧会や公演等の機会の拡充や文化施設及び文化事業に関する情報の

積極的な提供、豊かな自然環境を未来に引き継ぐための学習機会の充実や提供等、

住民の自主的な活動を一層活発に展開する必要がある。 

 

（２）その対策 

① 芸術・文化の振興 

② 文化施設及び設備の維持・充実 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

10 地域文化の

振興等 

（１）地域文化振

興施設等 

地域文化振

興施設 

 

 

 

 

 

 

 

（３）過疎地域持

続的発展特別事

業 

  芸術・文化 

 

 

苫前町郷土資料館改修工事 

 

苫前町考古資料館改修工事 

 

復元住居解体工事 

 

修景池撤去工事 

 

 

とままえ舞台芸術サポーターズ運営事業 

（事業内容）町民等が本物の舞台芸術を 

体験・鑑賞できる機会を提供するため、 

開催に必要な経費を助成する 

 

 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

苫前町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、各個別計画との整合性

を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

１２．再生可能エネルギーの利用の促進 

（１）現況と問題点 

過疎地域の豊かな自然環境や再生可能なクリーンエネルギーとしての地域資源を

最大限に活用した風力発電事業を導入した風車のまちとして、風力発電拡充のため

の普及啓発や発生電力の有効性、さらには自然エネルギーを活用した環境教育の実

践をしながら、引き続き、住民が誇りと愛着を持つことができる活力にみちた地域

振興策を推進する必要がある。 
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（２）その対策 

① 脱炭素社会に向けた風力発電拡充のための送電網の整備と再生可能エネルギー

の地産地消のための制度改正への要望 

② 風力発電施設の整備・維持管理の充実 

③ 風力発電を活用した環境教育や学習の推進 

④ 再生可能なクリーンエネルギーの検討 

⑤ 風力発電事業による町民還元の実施 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

11 再生可能エ

ネルギーの利

用の促進 

（３）その他 

 

 

脱炭素社会に向けた風力発電拡充のため

の送電網の整備と再生可能エネルギーの

地産地消のための制度改正への要望活動

事業 

 

省エネ設備等導入促進補助金 

 

ごみ袋助成金 

 

町 

 

 

 

 

町 

 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

苫前町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、各個別計画との整合性

を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

１３．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１）現況と問題点 

本町は町の中心部を包み込むように二級河川古丹別川が流れ、水田地帯には管理

された用排水路がある。緑ヶ丘公園や河川敷に整備された施設とあわせて、各公共

施設拠点とを結ぶ水と緑のネットワークが形成されている。 

既存の公園の適正な維持管理に努めるとともに、一部河川敷では町民による自主

事業が展開され、町民の交流の場となっている。 

河川は多様な生物の生息・成育の場であるとともに町民にとっても憩いややすら

ぎの場でもあり、こうした水と緑の豊かな環境は、ますます貴重なものとなってお

り、かけがえのない地域環境として次世代に引き継いでいく必要がある。 

また、本町の地域医療環境について、遠隔医療の環境整備を始めとする新たなＩ

ＣＴの活用等を図りながら、地域の医療体制の確保と医療環境の整備充実を図る必

要がある。 
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（２）その対策 

① 公園・緑地管理の充実 

② 緑化の推進 

③ 水辺空間利用の促進 

④ 医療環境の整備 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

12 その他地域

の持続的発展

に関し必要な

事項 

（３）過疎地域持続

的発展特別事業 

基金積立 

 

 

 

 

 

 

 

苫前町地域医療整備基金事業 
（事業内容）町内医療機関の大型の医療設

備の更新や施設の修繕の際に必要となる

財源を確保するため、基金の積立を行う 

（事業の必要性、見込まれる事業効果） 

日常診療に必要不可欠な設備等の計画

的な更新を進め、医療体制の充実を図る 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 
持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

１ 移住・定住・

地域間交流の

促進、人材育

成 

(4)過疎地域持続

的発展特別事業 

移住・定住 

 

 

・定住促進空家活用事業 

定住促進に資する空き家の購入・改修

等に要する経費の一部を助成する 

 

・安心快適住まいづくり促進事業 

住宅の新築・改修・除却に係る費用の

一部を助成する 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

２ 産業の振興 (10)過疎地域持続

的発展特別事業 

商工業･6次産業化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・苫前町商工会運営費補助 

苫前町商工会の運営費を補助する 

 

・プレミアム地域振興券発行事業 

町民の生活支援と地元購買力の確保を図

るためのプレミアム地域振興券を発行する 

 

・事業承継・事業継続支援事業  

 

 

町 

 

 

町 

 

 

 

町 

 
 
当項目事業

の効果は将

来に及ぶも

のである。 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観 光 

 

 

 

その他 

地域の雇用や活動の衰退を防ぐため、

事業承継・事業継続に係る経費を助成す

る。  

 

・苫前ブランド・６次産業化チャレンジ

支援事業 

農・漁業者、中小企業者の経営安定、

経営力の向上による基幹産業の活性化を

図るため、販路拡大、加工品開発等に要

する経費を助成する 

 

・デジタル地域通貨発行事業  

キャッシュレス決済手数料の域外流出

を防ぎ、町内商工業者を中心とした地域

経済の好循環による活性化を図る  

 

・自治体ポイント付与事業  

住民への事業参加の動機付けとして利

用し、町内商店で消費することで地域経

済の活性化を図る  

 

・イベント開催費助成 

風車まつり、凧あげ大会、ふるさと祭

り等の開催に対する助成をする 

 

・若年者雇用創出助成事業 

若年者の雇用及び定住促進と町内企業の

採用意欲の高揚を目的に事業主に助成する 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

当項目事業

の効果は将

来に及ぶも

のである。 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(9)過疎地域持続

的発展特別事業 

公共交通 

 

 

 

 

 

 

交通施設維持 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

・生活路線バス等維持費補助 

路線バス維持のためバス事業者へ補助する 

 

・沿岸バス車両購入費補助 

（事業内容）路線バス維持のため車両更

新にかかる費用を補助 

 

・バス待合所管理業務 

バス待合所(９ヶ所)の清掃除雪等維持

管理を行う 

 

・通学定期運賃補助 

高校生の通学定期運賃の一部を助成する 

 

 

町 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

５ 生活環境の

整備 

(7)過疎地域持続

的発展特別事業 

生 活 

 

 

 

・一般廃棄物収集業務 

一般家庭等から排出されるゴミの収集

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 

 

 

業務を委託する 

 

・一般廃棄物処理手数料収納業務 

指定ゴミ袋取扱店に対する手数料 

 

・賃貸住宅等整備支援事業 

民間賃貸住宅等の整備促進により人口

減少の抑制を図るため、民間事業者等に

対し賃貸住宅建設費用の一部を補助する 

 

 

・花と緑のまちづくり活動支援事業 

町民と行政のパートナーシップにより

緑化活動をおこなう団体へ植栽事業費の

一部を補助する 

 

 

 

町 

 

 

町 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当項目事業

の効果は将

来に及ぶも

のである。 

６ 子育て環境

の確保、高齢

者等の保健及

び福祉の向上

及び増進 

(8)過疎地域持続

的発展特別事業 

児童福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会福祉法人運営費補助 

(社)苫前福祉会、(社)古丹別福祉会の安定

した運営を図るため条例に基づき補助する 

 

・地域子育て支援センター運営事業補助 

地域子育て支援センター運営（２団体）

に対し補助する 

 

・放課後児童健全育成事業補助 

社会福祉法人に対し放課後児童クラ

ブ活動運営費に対し補助する 

 

・認定こども園施設型給付費事業 

認定こども園２ヶ所に対し運営を委託

する 

 

・留萌中部地域子ども発達支援センター

運営事業 

留萌中部３町村による広域子ども発達

支援センターの運営費に対し補助する 

 

・幼児教育・保育の無償化 

子育てに伴う経済的負担軽減のため、

認定こども園等の利用料を無料とする 

 

・認定こども園発達支援事業補助金 

児童の発達に応じた保育を提供し、そ

の健全な発達を支援するため、認定こど

も園が実施する発達支援事業に要する経

費について補助する 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

 

町 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者・障害者

福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・育児ヘルパー派遣事業 

子育ての負担軽減と母子・児童福祉増

進を図る 

 

・子どもの医療給付事業 

高校生までの子どもに対する医療費の

一部を給付する 

 

・ひとり親家庭等医療給付事業 

ひとり親家庭へ医療費の一部を給付する 

 

 

・乳幼児健康診査 

乳幼児に対する健診を行い一部委託する 

 

・新生児聴覚検査 

乳児に対する新生児聴覚検査を委託する 

 

・生きがいデイサービスセンター管理委

託事業 

在宅高齢者の生きがい活動のための当

該施設の管理委託をする 

 

・緊急通報システム委託事業 

単身等高齢者の安否確認及び緊急時の

迅速対応のためのシステム委託をする 

 

・生きがい活動支援事業補助 

高齢者世帯に対する除雪サービス、見守

りサービス等の取組への支援を行う 

 

・老人保護措置費 

養護老人ホーム等への老人保護措置費 

 

・苫前町にこにこタクシー運行事業 

７０歳以上の高齢者や身体・心身障が

い者などがタクシーを利用した際に、タ

クシー会社へ不足の乗車運賃分を補助す

る 

 

・いやしふれあい助成事業 

 町が指定する宿泊施設を利用する高齢

者等に対して冬場の引きこもりや健康増

進を目的に宿泊料の一部を助成する 

 

・重度心身障害者医療給付事業 

重度心身障がい者へ医療費の一部を給付する 

 

・障害者自立支援事業 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

町 

 

 

町 

 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

町 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

町 

 

 

町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当項目事業

の効果は将

来に及ぶも

のである。 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

障がい者に対する更生医療費、補装具費

の支給及び障害者施設利用費を支援する 

 

・苫前町社会福祉協議会運営事業 

社会福祉協議会運営に対し補助する 

 

・老人クラブ連合会運営事業 

老人クラブ連合会運営費に対し補助する 

 

・高齢者事業団運営補助 

苫前町高齢者事業団の運営に対し補助する 

・高齢者補聴器購入費助成事業  

中等度難聴の高齢者に対する補聴器購

入費用の一部を助成する  

 

・各種検診(健診)業務 

特定健診、各種がん検診、脳検診、骨

粗鬆症検診、肝炎検診を行う 

 

・各種予防接種業務 

インフルエンザ、MR 等予防接種業務を

委託する 

 

・妊婦健康診査 

妊婦に対する健診を委託する 

 

・不妊治療等助成事業 

不妊症・不育症で悩む夫婦の経済的負担

の軽減のため治療費を助成する 

 

・産婦健康診査 

産婦に対する健診を委託する 

 

・結婚祝金交付事業 

未婚者の結婚奨励と若者の定住促進等を

推進するため、結婚した者へ祝金を交付する 

 

・結婚新生活支援事業 

結婚に伴う新生活のスタートアップに

係る費用の一部を補助する 

 

・出産支援費助成事業 

妊産婦及びその家族の経済的負担軽減

と妊産婦の保健向上のため出産に係る交

通費、医療機関のある現地の滞在に要す

る宿泊費を助成する 

 

・出産祝金交付事業 

子育てに伴う経済的負担軽減と出産に

 

 

 

町 

 

 

町 

 

 

町 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

より少子化対策の推進のため出産した者

に祝金を交付する 

 

・出産祝金助成金事業 

（事業内容）出産祝金交付額のうち１０

万円分を助成券として交付する 

 

・産後ケア事業 

助産師を招へいし、産後１年以内の母

子が心身のケアや育児サポートを受けら

れるよう支援する 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

７ 医療の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)過疎地域持続

的発展特別事業 

民間病院 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

基金積立 

 

 

 

・苫前厚生クリニック経営損失補償金 

苫前厚生クリニックの経営損失金を全

額補填する 

 

・苫前町地域医療確保事業 

町内３診療所へ医師の負担軽減・外来

診療医師確保のために補助する 

 

・へき地患者輸送車運行業務 

無医地区から医療機関受診患者の交通

手段確保のため運行業務を行う 

 

・苫前町地域医療整備基金事業 

町内医療機関の大型の医療設備の更新

や施設の修繕の際に必要となる財源を確

保するため、基金の積立を行う 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

８ 教育の振興 (4)過疎地域持続

的発展特別事業 

高等学校 

 

 

 

 

・北海道苫前商業高等学校魅力化推進事業 

北海道苫前商業高等学校後援会が実施

する同校の魅力づくりや生徒募集に関す

る取り組みに対し補助する 

 

 

 

町 

 

10 地域文化の

振興等 

(3)過疎地域持続的

発展特別事業 

  芸術・文化 

・とままえ舞台芸術サポーターズ運営事

業 

 町民等が本物の舞台芸術を体験・鑑賞

できる機会を提供するため、開催に必要

な経費を助成する。 

町  

12 その他地域

の持続的発展

に関し必要な

事項 

(3)過疎地域持続

的発展特別事業 

基金積立 

 

 

 

・苫前町地域医療整備基金事業 

町内医療機関の大型の医療設備の更新や

施設の修繕の際に必要となる財源を確保

するため、基金の積立を行う 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施 策 区 分 

事 業 名 

（施 設 名） 
事 業 内 容 事業主体 備 考 

備考:過疎地域持続的発展特別事業の効果は、将来にわたり町の持続的発展に資するものである。 

 


